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河川堤防の安全確保の考え方を踏まえた 
堤防強化工法のあり方について 

小俣 篤 
 

1．背景 1 

 河川堤防の安全に関しては、河川管理施設等構

造令（以下「構造令」という。）第18条第1項に、

「堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設

と一体として、計画高水位（高潮区間にあっては

計画高潮位）以下の水位の流水の通常の作用に対

して安全な構造とするものとする。」と規定（以

下「堤防の安全基準」という。）されている。河

川堤防のうち土堤に関しては、この規定の下に河

川堤防の形状に関する基準が設けられており、各

河川では過去の洪水の経験等を踏まえた計画堤防

の断面が定められている。さらに、河川砂防技術

基準設計編において、河川堤防の安全に関する照

査が導入され、盛土や基礎地盤に関する現場の特

性に応じた堤防強化工法がなされてきた。 
 現在の河川整備では、河川整備計画の目標とす

る流量を計画高水位以下で安全に流下させるよう

築堤や河道掘削等の整備が進められている。一方、

河川整備は段階的に進められ、河川整備計画の目

標達成には20～30年の期間を要すること、また

近年には計画高水位を超える洪水や計画対象の洪

水より高水位が長時間継続する洪水（以下「超過

洪水」という。）が頻発していることなどから、

河川堤防の被災・決壊が顕在化している。平成

27年8月の社会資本整備審議会答申「水災害分野

における気候変動適応策のあり方について」 1)で

は、『堤防が決壊に至るまでの時間を引き延ばし、

避難等のための時間をできる限り確保することを

可能とするような堤防の構造について検討するべ

きである。』とされ、平成27年12月の同審議会答

申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策の

あり方について」 2)では、鬼怒川の堤防決壊を受

けて、『越水等が発生した場合でも決壊までの時

間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する

対策を推進すること。』とされたところである。

──────────────────────── 
Reinforcement Methods for River Levees Based on 
Considerations to Ensure Safety against Floods 

このように、河川堤防が決壊に至るまでの時間を

引き延ばし、避難等のための時間をできる限り確

保することを目指した河川堤防の強化が求められ

ている。 
 河川堤防の強化に関しては、これまでも設計に

当たっての照査に基づいて安全確保の観点から堤

防強化工法の検討を進めてきたところであるが、

今般、水防災意識社会再構築ビジョン 2)において

決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防

構造を工夫する対策にも新たに取り組むこととし

たところである。また、社会的な要請を背景とし

て堤防強化工法の様々な研究開発も進められるよ

うになっており、それらの研究開発が効果的、効

率的に進められていくことは重要な課題となって

いる。 
 以上のような堤防強化工法を巡る様々な動きが

あることを踏まえ、超過洪水への対応を含めて、

河川堤防の安全確保の考え方を踏まえた堤防強化

工法のあり方について改めてここにとりまとめて

みた。 
なお、本稿では、盛土により築造される通常の

土堤の河川堤防を対象としており、別の設計法が

適用される高規格堤防や特殊堤は対象としていな

い。 

2．現在の堤防設計 

2.1 形状規定方式 
 河川堤防設計指針 3)では、『構造令では、堤防

の構造の原則は定めているものの、その設計に関

する事項としては、断面形状（余裕高，天端幅，

のり勾配等）の最低基準を河川の規模（流量）等

に応じて規定しているだけであり、いわば形状規

定方式を基本としている。通常の構造物で行われ

るような構造物の耐力と外力を比較するという設

計法が、堤防においてなされてこなかった理由と

しては次のようなことが考えられる。すなわち、

堤防が長い歴史の中で順次拡築されてできてきた

構造物であり、時代によって築堤材料や施工法が



土木技術資料 58-8(2016) 
 
 

 
 

－ 45 － 

異なるため、堤体の強度が不均一であり、しかも

その分布が不明であること、基礎地盤自体が古い

時代の河川の作用によって形成された地盤であり、

極めて複雑であること、堤防が被災した場合、堤

体や基礎地盤が破壊されてしまい、被災原因を解

明することが困難であること、小さな穴ひとつで

も破堤するといわれるように、局部的な安全性が

一連の堤防全体の安全性を規定すること、水防活

動と一体となって堤防の安全性が確保されている

こと、などである。このため、ある断面形状を定

めて堤防を整備し、大洪水に遭遇して堤防が危険

な状態になることを経験すると、その後の改修に

おいて、堤防を拡築して強度を上げるという方式

を採ってきたと考えられる。また、場所によって

堤防の断面が異なると住民に不安を与えることに

なることも形状規定方式がとられてきた背景のひ

とつであろう。』とされている。すなわち、河川

堤防の設計においては 
a. 極めて延長が長い構造物である河川堤防の

堤体や基礎地盤の内部構造が不明であること 
b. 局所的な安全性の欠落が全体の安全確保に

影響すること 
を構造上の前提としている。 
 また、河川堤防の設計にはいわゆる土堤原則が

あり、河川堤防の材質及び構造は、構造令第19
条に、「堤防は、盛土により築造するものとする。」

と規定されている。これは、 
c. 『堤防が長い歴史の中で順次拡築されてで

きてきた構造物であり』盛土により築造し続

けることが合理的であること 
d. 『基礎地盤自体が古い時代の河川の作用に

よって形成された地盤であり、極めて複雑で

あること』から、河川堤防が長期にわたる不

均質な沈下を許容せざるを得ない宿命にある

こと 
に由来している。 
 すなわち、極めて延長が長い構造物である河川

堤防は、基礎地盤と一体となり半永久的に機能す

る必要があり、毎年の出水期に供用しながら一連

区間の抜本的な更新工事を行うことは現実的に困

難であることから、長期にわたって材料の劣化が

なく、機能を維持するための補修が容易な（設計

上の要求1））盛土構造が原則とされたのである。 

2.2 河川堤防の設計法 
 その上で、河川堤防設計指針では、『このよう

な形状規定方式による堤防の設計は、簡便で極め

て効率的であり、長年の経験を踏まえたものであ

ることから、堤防整備の基本として十分な役割を

果たしてきたことは間違いのないところである。

しかしながら、一方で堤防の洪水に対する安全性

を評価することが難しいことも事実である。既往

の被災事例をみても、計画高水位以下の洪水によ

り漏水など構造上の課題となる現象が数多く発生

しており、現在の堤防が必ずしも防災構造物とし

ての安全性について十分な信頼性を有するとはい

えない。そのため、計画的な補強対策が必要であ

り、その必要性や優先度、さらには対策工法を検

討するためには、堤防の設計においても一般の構

造物の設計法と同様、外力と耐力の比較を基本と

する設計法（安全性照査法）を導入することが求

められる。以上の考えから、平成9年に改訂した

河川砂防技術基準（案）では、堤防の断面形状に

ついては従来の考えを踏襲しつつ、堤防の耐浸

透・耐侵食機能に関しては機能毎に水理学的ある

いは土質工学的な知見に基づく安全性の照査法を

用いた堤防設計法を導入した。』とされている。 
 これは、上記a.～d.の基本的な理解の下で、よ

り安全性を高める手法としての照査と強化を設計

法に取り入れたことを意味している。この設計法

では、形状規定方式を堤防の安全基準を満たすた

めの設計の基本として踏襲しつつ、a.及びb.に関

する調査に基づいた照査を適用し、必要な強化を

行うことで河川堤防の安全性を高めている（設計

上の要求2））。 
 また、河川堤防の安全性を高める際の考え方は、

同指針に『洪水等によって生起される浸透、侵食

作用、さらに地震に対して安全な構造を有してい

る必要がある。このことから、堤防に求められる

安全に関わる機能を、①耐浸透機能（浸透に耐え

る機能）、②耐侵食機能（侵食に耐える機能）、③

耐震機能（地震に耐える機能）とし、整備箇所に

応じて所要の機能を確保するよう堤防を整備す

る。』とされている。洪水外力に関しては、『①耐

浸透機能とは、洪水時の降雨および河川水の浸透

により堤防（堤体および基礎地盤）が不安定化す

ることを防止する機能であり、全堤防区間で必要

とされる。 
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②耐侵食機能とは、洪水時の流水の侵食作用によ

り堤防が不安定化あるいは流失することを防止す

る機能であり、耐浸透機能と同様に全堤防区間で

必要とされる機能である。』とされている。 
 したがって、形状規定方式により定められる河

川堤防を強化する設計法は、その安全性を耐侵食、

耐浸透の機能毎に分け、個別に安全性を照査する

手法になっている。具体には、侵食に対しては堤

防表面の侵食や高水敷の洗掘等に関する照査を、

浸透に関しては堤体の滑りとパイピングに関する

照査を独立して行い、個別に設計を行う。このよ

うに、河川堤防の決壊につながる侵食、浸透の現

象を設定し、それらによる堤体の破壊を生じさせ

ない、すなわち堤防に大きな形状の変化が生じな

い（設計上の要求3））設計法としている。 
2.3 河川堤防の維持管理 
 平成18 年7 月の「安全・安心が持続可能な河

川管理のあり方について」の提言 4)では、河川維

持管理の技術的な特徴を次のように記している。 
『河川は、水源から山間部、農村部さらには都市

部等を流下し海に至る間で、それぞれ異なる地域

特性を有している。また、土砂の流出や植生の変

化等により長期的に変化していくが、その変化は

必ずしも一様なものではなく、洪水、渇水等の流

況の変化等によって、時には急激に、状態が変化

するという特性を有する自然公物である。主たる

管理対象施設である堤防は、延長が極めて長い線

的構造物であり、一箇所で決壊した場合であって

も、一連区間全体の治水機能を喪失してしまうと

いう性格を有している。また、原則として土で作

られ、過去幾度にもわたって築造・補修され現在

に至っているという歴史的経緯を有し、その時々

で現地において近傍の土を使用して築造できると

いう利点がある一方、構成する材料の品質が不均

一であるという性格も有している。これらのこと

から、河川維持管理を確実に行うには、このよう

な河川の状態を見（診）て、状態の変化を分析す

る、きめ細かな維持管理を実施することが必要と

なっている。』 
 さらに、平成23年5月に策定された河川砂防技

術基準維持管理編〔河川編〕 5)では、河川維持管

理の技術的基準を定める際の基本的な考え方を次

のようにまとめている。なお、文中のアルファ

ベットは筆者による追記である。 

『e. 自然公物である河川は自然の作用によっ

て変化する。特に、河川は出水により大き

く変化し、堤防にも変状が生じる。また、

公共用物である河川は、公衆の自由使用に

供されていることから、日常の人為的な作

用も変化の要因になることがある。 
f. また、主な河川管理施設である堤防は歴史

的な築造の経緯を有するとともに、複雑な

地質構造を有するはん濫原に築造されてお

り、いわば一つとして同じ土質構造を有し

ないため、河川管理施設等構造令において

も形状による規定にとどまっているように、

実物による長年の出水時の経験等に基づい

て安全性を確認してきた構造物である。 
g. 自然公物でありかつ出水等によって変状

を生じる河道、さらに主たる河川管理施設

であり歴史的な築造の経緯を有する堤防等

を対象とする河川維持管理（平常時及び出

水時の対応）は、河川工事と相まって、治

水上の安全性を確保するよう現地での変状

等に対応し、長年にわたって経験を積み重

ねながら実施されてきた。  
h. したがって、現状の河川維持管理の実施

内容あるいはその水準は、河川巡視、点検

による状態把握、維持補修等を繰り返して

きた中で培われてきたといえる。 
i.  治水上の安全性を確保しつつ、経験的に

行われてきた河川維持管理の実施内容ある

いは水準等を変更する場合には、工学的な

根拠等に基づく必要があるとともに、今後

の維持管理の水準を高めるため、技術的な

知見の蓄積を図る必要がある。』 
この中では、前記a.～d.の基本的な理解を、維持

管理の観点を追加してe.～ i.のようにまとめ直し

ている。 
2.4 設計上の要求 
 以上より、計画高水位以下の水位の流水の通常

の作用に対して求められる堤防の安全基準を満た

すための設計上の要求は 
1） 長期にわたって材料の劣化がなく、機能

を維持するための補修が容易なこと。 
2） 形状規定方式を堤防の安全基準を満たす

ための基本として踏襲し、照査を適用して

河川堤防の安全性を高めること。 
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3） 侵食、浸透に起因する堤体の破壊が生じず、

堤防に大きな形状の変化が生じないこと。 
と要約することができる。また、形状規定方式に

よらない新たな設計法や強化工法の導入は除外さ

れるものではないが、その場合には、 i.で維持管

理技術に関して示されたように、a.～h.の基本的

な理解に関する新たな知見に基づいた工学的な議

論が必要とされる。 

3．設計上の要求から見た既存の堤防強化工法

の位置付け 

3.1 設計上の要求から見た工法の制約 
 堤防の安全基準を満たすための設計上の要求1）
によれば、盛土の内部に施工される強化工法は、

施工により経験的に安全を確認してきた既存の土

構造を乱し、また点検・補修が困難であることか

ら採用できない。また、設計上の要求1）、2）は、

a.～h.の基本的な理解にあるように、河川堤防が

盛土を基本とし不均質な沈下を許容せざるを得な

いこと、極めて長大な延長を持つ盛土構造物の安

全は経験的に確認されてきていること、を技術的

な根拠としており、盛土の内部構造を変更するこ

とは、その技術的な根拠を損なうことを意味する。

そもそも、河川堤防には盛土断面を拡大すること

によって強化を繰り返してきた歴史的な経緯があ

り、堤防強化の基本は盛土を増強する断面拡大工

法（いわゆる腹付けや緩勾配化）が基本とされて

きたところである。これらは、俗に「堤体内に異

物を入れてはならない」と言われていることの技

術的な説明になる。 
 例えば、堤体内に設置せざるを得ない樋管は従

来より河川堤防の弱点として認識されており、堤

体内に異物を設けない論拠ともされてきたところ

である。そのため、樋管周辺の堤防は堤防点検に

当たって特別に重要な注意箇所として位置付けら

れている6）。また樋管は、大きな工事を伴わずに

変状を点検できる構造であり、縦断的に見れば堤

防の一部を横断する施設であるので全面的な改築

であっても部分的な開削により実施可能である。

さらに、基礎地盤の沈下になじみやすいよう樋管

に柔構造を導入するなどの工夫も行っているとこ

ろである7)。 
 断面拡大工法については新たな用地を必要とす

るなど、社会的、経済的に制約を受けることが多

いため、種々の堤防強化工法を適用する判断の拠

り所が必要となる。設計上の要求1）、2）を満足

して盛土の内部構造を乱さない堤防強化工法は、

盛土構造の表層あるいは浅層の施工により整備可

能な、あるいは基礎地盤そのものに施工する工法

であり、補修あるいは更新に当たり、主たる盛土

構造を乱すことのない工法である。これらを設計

上の要求から見た工法の制約と整理することがで

きる。以下に、断面拡大以外の既存の堤防強化工

法についてこの制約との関係を整理した。 
3.2 従来の侵食対策の工法  

・ 水制や低水路護岸など河道を制御する侵食

対策に関しては制約との関連はない。 
・ 堤防護岸は堤防表のり面の表面に設置され

るものであり、また、基礎の洗掘を防止する

根固め工は盛土前面あるいは基礎地盤表面に

整備されるものであり、これらは制約を満た

している。 
3.3 従来の浸透対策の工法  

・ 基盤漏水対策として整備される遮水矢板は、

表のり堤脚部の基礎地盤に打ち込まれるもの

であり制約を満たしており、ブランケットは

河川敷を不透水化するものであり制約との関

連はない。 
・ 盛土部分への洪水あるいは降雨の浸透を防

止する遮水工法は、シートや舗装など、全て

表面あるいは表層への施工であり、制約を満

たしている。 
・ ドレーン工は、裏のり堤脚部の一部の盛土

内部に整備されるものであり、制約との関係

では容易な補修が可能な工法に区分できる。

ドレーン工は欧米を中心に現地における浸透

対策として確立された工法ではあるが、我が

国の河川堤防における適用の実績期間は短く、

その効果の確認及び機能の維持に関してはま

だ十分な知見が揃ってはいない。更新する場

合にも盛土堤脚部の部分的な開削で対応でき

る工法ではあるが、維持管理を容易とし、開

削補修・更新の機会をできるだけ少なくでき

るような技術的な検討はさらに必要である。 
・ リリーフウェルは裏のり堤脚部の基礎地盤

に施工されるものであり、制約を満たしてい

る。 
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・ 雨水対策として実施する天端保護工やのり

面の排水工などについては、盛土の表面ある

いは表層への施工であり、制約を満たしてい

る。 

4．今後の堤防強化工法のあり方 

4.1 超過洪水も対象とする堤防強化工法に求め 

られる技術的な要件 
 堤防強化工法は、堤防の安全基準を満たすこと

は当然の前提であり、計画高水位を上回るなどの

超過洪水を対象とし、河川堤防が決壊に至るまで

の時間を引き延ばし、避難等のための時間をでき

る限り確保することを目指した堤防強化工法に

あっても、設計上の要求から見た工法の制約は同

様に適用される。なお、本稿では高規格堤防や特

殊堤を対象としていないことを再度付記しておく。 
 基本的な堤防強化工法である断面拡大工法につ

いては、超過洪水であるかどうかにかかわらず、

a.及びb.の基本的な理解にある構造の安全に関す

る不確実性を前提として、耐浸透機能を強化する

方向に機能する。また、腹付けによる緩勾配化は、

のり面の滑り破壊が生じにくくなる方向に機能す

るとともに、仮に越水した場合の裏のり面が侵食

しにくくなる方向にも機能する。このように堤防

強化工法は、堤防の安全基準を満たした上で、さ

らに超過洪水の条件下で生じる浸透、侵食による

個々の破壊現象に対して河川堤防を確実に強化す

る方向に機能する工法でなければならない。 
 河川堤防が決壊に至るまでの時間を引き延ばす

という機能は、超過洪水時のより厳しい外力の下

で結果としては決壊に至ることを許容するもので

あり、堤防の安全基準を満たすための設計上の要

求3）「侵食、浸透に起因する堤体の破壊が生じ

ず、堤防の形状に大きな変化を生じないこと」を

適用することはできない。しかし、超過洪水が作

用する状況において、許容する変形について定量

的な説明を求めても、a.～h.の基本的な理解から

すると、現状では今後の研究課題とせざるを得な

い。このことは、堤防強化工法により、具体に設

定した超過洪水の外力に対応して河川堤防を一定

の安全な構造とすることは難しく、さらに超過洪

水に対して決壊に至らない河川堤防とすることが

困難である現状も示している8)。 
 以上より、現状において超過洪水も対象とする

堤防強化工法を現地で採用するための技術的な要

件は、設計上の要求から見た工法の制約を満足し、

堤防の形状の変化は許容しつつも、超過洪水の条

件下で生じる浸透、侵食による個々の破壊現象に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

写真-1平成13年の江戸川の洪水状況（高水位の洪水時に河川堤防はアースダムのように機能し水を流下させている平
成13年の江戸川の洪水状況（高水位の洪水時に河川堤防はアースダムのように機能し水を流下させて

いる） 

写真-1 平成13年の江戸川の洪水状況  
（高水位の洪水時に河川堤防はアースダムのように機能し水を流下させている）  
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対して定性的に見て河川堤防を確実に強化する方

向に機能すること、とすることが現実的である。 
 この要件を満たすのは、例えば次のような場合

と考えられる。 
・ 従来より施工されている堤防強化工法であ

り、過去の洪水時の実績から、洪水位が天端

に至るまでの洪水に対する効果があり、かつ

越水を生じても河川堤防に生じる破壊現象に

対しても効果があると判断される場合（天端

舗装の適用はこの場合に当てはまる） 
・ 洪水位が天端に至るまでの侵食あるいは浸

透、さらに天端を超えて越水した場合に生じ

る侵食破壊に対する効果が工学的な実験や解

析により合理的に確認された強化工法であり、

一方でその際に生じる浸透による破壊現象に

は少なくともマイナスの影響を及ぼさない場

合（構造上の工夫として実施する堤脚保護工

の適用はこの場合に当てはまる） 
4.2 堤防強化工法の現地適用や研究開発の方向性 
 河川堤防の設計では、計画高水位以下の水位の

流水の通常の作用に対して浸透及び侵食について

照査を行い、必要な場合には堤防強化工法の検討

がなされる。洪水位が計画高水位を超え超過洪水

の状況になると、計画高水位に至った河川堤防の

状態からの延長上で破壊現象が進行することから、

超過洪水も対象とする堤防強化工法の検討に当

たっても、計画高水位時における堤防の状態を十

分に理解することが前提となる。 
 洪水位が堤防天端に達するまではいわゆる余裕

高が堤防の高さとしてあり、侵食に関しては、洪

水による侵食の激化に対応して河道の制御や堤防

表のり面の保護レベル向上が対策上の課題になる。

一方、浸透に関しては、洪水位の上昇や浸透時間

の増大に伴って、滑りやパイピングが発生しやす

い方向に浸透現象が進行するので、それらに効果

のある工法の検討が必要となる。また、河川堤防

は基礎地盤と一体として機能するものであり、河

川毎あるいは地先毎に異なる構造を持つ基礎地盤

で生じる浸透現象が、超過洪水の状況下で河川堤

防の構造の安全にどのような影響を及ぼすかを理

解することも重要な課題である。 
 洪水位が天端を超えると越水を生じるようにな

ることから、越水による裏のり堤脚部や裏のり面 
 

の侵食が新たな破壊現象として加わることになる。

この検討に当たって、洪水位が上昇し越水を生じ

るまでの間に浸透に関する破壊現象が進行してい

ることも忘れてはならない。浸透による浸潤面の

上昇にせよパイピングにせよ、河川堤防ののり尻

周辺で堤防の弱体化が進行するが、その部分は越

水による破壊現象の端緒となる部分でもある。こ

のように、越水が生じる状況下における浸透との

複合的な破壊現象を考慮することも、越水対策を

検討する上での課題になる。 
 河川堤防に関する研究開発では、a.～h.の基本

的な理解に示されるように非常に複雑で多様な堤

体の土質条件、基礎地盤の条件等に対応した検討

が必要とされる。さらに外力条件に超過洪水を含

めるとなればさらに様々な条件を考慮しなければ

ならない。したがって、堤体の土質条件、基礎地

盤の条件、さらに外力の条件について具体的な現

地を想定した検討に基づいて得られた成果でなけ

れば、現場へ適用する判断が難しくなることは容

易に想定される。例えば、浸透による破壊現象に

影響する洪水の継続時間は、我が国では欧米のよ

うな週や月の単位ではなく時間単位であり、越水

を生じる場合を含めて河川堤防を強化するために

検討すべき破壊現象を外力面から見て絞り込むこ

とができるものと考えられる。また、越水を対象

とする場合には、当該堤防において越水がどのよ

うな頻度で、あるいはどのような水深で生じうる

か等の条件を理解しておく必要がある。例えば、

越水が非常に短時間あるいは越水の水深がわずか

であり堤体に大きな変形を生じないのであれば対

策の必要性は低くなる。 
 これらのことは、超過洪水も対象とする堤防強

化工法の研究開発に当たって、堤体の土質条件、

基礎地盤の条件、さらに外力の条件をどのように

設定するかが、研究開発の実用化を効果的・効率

的に進めていく上で重要であることを示唆してい

る。また、研究開発に模型実験を用いる場合には、

現地への応用に当たって水理学と土質力学の双方

の現象に対応した相似の議論を深めることが必要

であり、そのためにも研究開発に当たり対象とす

る外力等の条件の範囲を明確にすることが役立つ

ものと考えられる。 
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 以上のことから、超過洪水も対象とする堤防強

化工法の検討は、 
・ 設計上の要求から見た工法の制約、及び技

術的な要件を満足しなければならないこと 
・ 計画高水位時における堤防の状態を前提と

して効用を発揮する必要があること 
・ 頻度の高い外力が優先的な検討対象になる

べきであること 
・ 超過洪水に対して決壊に至らない河川堤防

とすることは困難であること 
などから、断面拡大工法や材料の置換等を含め、

従来より堤防強化に利用されている工法の増強や

工夫、あるいは主たる盛土構造を乱さない小規模

な追加工法の適用を中心として進められることが、

実用化の観点から効率的であり、経済的になると

考えられる。 
 なお、越水を生じる超過洪水に対応した堤防強

化を検討する堤防区間に橋梁や水門・堰などの構

造物がある場合には、想定する超過洪水の状況に

応じて、それらの構造物周辺で生じる局所的な越

流の流れや、流木等の作用を勘案した一連の強化

対策の検討が併せて必要となることにも留意しな

ければならない。 
4.3 まとめ  
 現状では、盛土により築造される河川堤防を堤

防強化工法により、具体に設定した超過洪水の外

力に対応して一定の安全な構造とすることは難し

く、さらには超過洪水に対して決壊に至らない構

造とすることも困難である。しかし、超過洪水へ

の対応を含め河川堤防を強化していくことは重要

な課題であり、現場における堤防強化工法の検討

とともに、今後の研究開発の検討に当たって基礎

とすべき今後の堤防強化工法のあり方をここにま

とめる。なお、ここでは盛土により築造される通

常の土堤の河川堤防を対象としており、別の設計

法が適用される高規格堤防や特殊堤は対象として

いない。 
 なお、研究開発の観点からは、現状の堤防設計

に新たな知見を導入し、設計上の要求から見た工

法の制約を解消することにより、ここに示すまと

めによらずに堤防強化工法の新たな展開や設計の

定量化を目指すことも重要な研究上の課題ではあ

る。ただしその場合には、a.～h.の理解に関して

工学的な説明を加える検討を進めることが必要で

あり、形状規定方式を部分的あるいは抜本的に修

正する議論とも連動させることが求められる。 
【堤防強化工法のあり方】  
(1)  計画洪水位以下の水位の流水の通常の作用

に対して河川堤防を安全な構造とする堤防強

化工法に求められる設計上の要求は以下であ

る。 
1）極めて延長の長い構造物である河川堤防は

半永久的に機能を継続できる必要があり、長

期にわたって材料の劣化がなく、機能を維持

するための補修が容易なこと。 
2）形状規定方式を最低限の安全性を確保する

ための基本として踏襲し、照査を適用して堤

防の安全性を高めること。  
3）侵食、浸透に起因する堤防の破壊が生じず、

そして堤防に大きな形状の変化が生じないこと。 
(2) 河川堤防は盛土断面を拡大することによっ

て強化を繰り返してきた歴史的な経緯があり、

断面拡大工法（いわゆる腹付けや緩勾配化）

が堤防強化の基本とされてきたところである。 
  設計上の要求を踏まえると、断面拡大工法以

外の堤防強化工法は、盛土構造の表層あるい

は浅層の施工により整備可能な、あるいは基

礎地盤そのものに施工する工法であり、補修

あるいは更新に当たり、主たる盛土構造を乱

すことのない工法であることが、設計上の要

求から見た工法の制約となる。 
(3) 超過洪水も対象とする堤防強化工法を現地

で採用するための技術的な要件は、設計上の

要求から見た工法の制約を満足し、堤防の形

状の変化は許容しつつも、超過洪水の条件下

で生じる浸透、侵食による個々の破壊現象に

対して定性的に見て河川堤防を確実に強化す

る方向に機能すること、とすることが現実的

である。 
  この要件を満たすのは、例えば次のような場

合と考えられる。 
・ 従来より施工されている堤防強化工法であ

り、過去の洪水時の実績から、洪水位が天端

に至るまでの超過洪水に対する効果があり、

かつ越水を生じても河川堤防に生じる破壊現

象に対しても効果があると判断される場合

（天端舗装の適用はこの場合に当てはまる） 
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・ 洪水位が天端に至るまでの侵食あるいは浸

透、さらに天端を超えて越水した場合に生じ

る侵食破壊に対する効果が工学的な実験や解

析により合理的に確認された強化工法であり、

一方でその際に生じる浸透による破壊現象に

は少なくともマイナスの影響を及ぼさない場

合（構造上の工夫として実施する堤脚保護工

の適用はこの場合に当てはまる） 
(4) 超過洪水も対象とする堤防強化工法の研究

開発を行うに当たって、堤体の土質条件、基

礎地盤の条件、さらに外力の条件をどのよう

に設定するかは、研究開発の実用化を効果

的・効率的に進めていく上で重要である。 
堤防強化工法の検討は、基本的な断面拡大

工法、あるいは材料の置換等を含め、従来よ

り堤防強化に利用されている工法の増強や工

夫、あるいは主たる盛土構造を乱さない小規

模な新工法の適用を中心として進めることが、

実用化の観点から効率的であり、経済的にな

ると考えられる。 
 
 なお、本稿は筆者の経験に基づいて技術的な考

え方を整理したものである。作成に当たっては多

くの方々からご助言を頂いた。ここに記して謝意

を表します。 
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